
ホ
リ

無

い

。

川

郡

宮

腰

の

町

人

で

、

銀

を

行

商

す

る

を

識

と

し

た

ホ
9
カ
ハ
カ
タ
ハ
ラ
マ
チ
堀
川
片
原
町
金
滞
一
が
、
越
前
櫛
地
村
に
於
い
て
、
無
頼
漢
金
四
郎
の
岱

の
醤
町
名
。
元
縁
九
年
の
地
子
町
肝
煎
裁
許
附
に
、
一
に
金
銭
を
蒋
は
れ
た
る
を
怒
り
、
銀
衡
を
摂
ぶ
こ
と

姻
川
片
原
町
・
錨
澗
町
と
並
べ
載
せ
て
あ
る
。
今
は
一
一
政
年
の
後
役
き
て
之
を
殺
害
し
た
。
是
を
以
て
自
首

駿
せ
ら
れ
〈
こ
の
名
が
な
い
。
一
し
て
繭
弁
務
に
禁
獄
せ
ら
れ
た
が
、
後
金
稼
に
迭
ら

ホ
リ
カ
ハ
カ
ハ
ヨ
ケ
マ
チ
掲
川
川
除
町
金
得
一
れ
、
寛
政
ご
年
死
刑
に
磁
せ
ら
れ
た
。

の
油
国
町
名
。
洩
野
川
下
流
左
岸
の
川
除
地
で
あ
る
。
一
ホ
切
キ
リ
ワ
ン
堀
切
混
江
沼
部
の
最
西
附
で
、

今

は

駿

せ

ら

れ

た

。

一

盟

屋

の

部

落

之

に

沿

ひ

、

水

を

隔

て

l
A

越
前
官
崎
に

ホ
リ
カ
ハ
ガ
メ
プ
チ
マ
チ
堀
川
島
湖
町
金
得
一
相
射
し
、
大
型
寺
川
こ
L
に
流
入
す
る
o

J
シ
ホ
ヤ

の
萄
町
名
。
摺
川
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
今
は
そ
の
一
関
屋
。

名

が

無

い

。

一

ホ

リ

グ

チ

ソ

ウ

ヤ

堀

口

草

也

叉

宗

也

に

作

る

。

ホ
リ
カ
ハ
ナ
ナ
ツ
ヤ
堀
川
七
ッ
屋
金
制
仰
の
哲
一
一
明
口
氏
の
尚
絡
帳
に
よ
れ
ば
、
草
也
初
め
期
段
物
の

町
名
。
今
は
七
守
屋
町
と
呼
ぶ
。
此
の
地
は
元
石
川
一
子
小
姓
と
し
て
ご
百
石
を
領
し
た
が
、
後
寧
人
し
て

郡
下
安
江
の
地
内
で
、
昔
は
七
戸
の
民
家
が
あ
っ
た
一
櫛
山
長
知
に
百
五
十
石
を
受
け
た
。
然
る
に
草
也
は

放

の

名

で

あ

る

。

一

不

足

を

申

立

て

L

退
去
し
た
か
ら
、
長
知
の
鑓
に
搭

ホ
リ
カ
へ
シ
ン
掲
替
新
羽
咋
郡
・
邑
知
院
内
尾
一
は
れ
、
江
沼
郡
山
代
に
引
街
旬
、
前
回
利
時
m
の
指
闘

長
保
に
臨
す
る
部
務
。
寛
文
ご
年
飯
山
川
を
抑
制
替
へ
、
一
に
て
大
現
寺
侠
利
治
か
ら
二
十
石
を
賜
は
り
、
翌
年

新
聞
の
聞
を
起
し
た
よ
り
初
る
。
一
十
石
を
加
増
せ
ら
れ
て
、
覚
文
入
年
に
窮
死
し
た
と

ホ
リ
カ
モ
ン
掘
掃
部
究
五
郎
左
衛
門
は
編
秀
一
あ
る
。
亭
保
録
に
、
利
常
A

利
治
は
山
代
に
屋
形
及

政
の
臣
で
あ
っ
た
。
掃
部
初
め
て
前
回
利
畏
に
仕
へ
一
び
揚
厨
の
闘
を
造
り
、
宗
也
脅
し
て
湯
本
の
惣
支
配

て
千
石
を
受
け
、
寛
永
十
六
年
隠
居
し
た
。
そ
の
子
一
た
ら
し
め
た
腕
、
或
年
越
前
侯
松
平
但
馬
守
来
っ
て

孫

滞

に

世

襲

す

る

。

一

こ

の

浴

場

に

入

ら

ん

と

し

た

が

、

宗

也

は

許

さ

な

ホ
リ
カ
ン
ゲ
掘
観
解
鹿
島
郡
下
曾
爾
興
宗
東
一
か
っ
た
。
こ
の
事
後
に
利
常
の
瀦
く
腕
と
な
旬
、
宗

一
蹴
光
源
寺
の
備
。
高
倉
院
事
寮
に
皐
び
、
員
外
擬
諦
よ
一
也
を
小
松
稜
島
の
亭
に
召
し
て
酒
肴
を
賜
う
た
と
記

り
滋
ん
で
製
師
と
な
り
、
明
治
三
十
五
年
十
周
十
五
一
す
る
。

日
七
十
四
歳
を
以
て
寂
。
法
名
本
正
院
。
一
ホ
日
グ
チ
ヤ
ザ
プ
ロ
ウ
堀
口
踊
三
郎
璃
口
草

ホ
日
キ
ユ
ウ
Z

モ
ン
掘
久
右
衛
門
糠
ご
百
石
。
一
也
の
子
。
承
路
三
年
に
召
出
さ
れ
、
明
時
ご
年
百
石

姻
奥
入
郎
の
子
で
、
大
坂
再
役
に
出
陣
し
、
軍
用
七
一
を
賜
は
旬
、
公
事
揚
の
牢
屋
鍵
番
を
命
ぜ
ら
れ
た
。

目
黒
門
内
に
於
い
て
奮
戦
し

τ創
を
受
け
、
十
六
日
一
覧
文
十
一
年
の
士
帳
に
、
百
.
石
総
奉
行
期
口
一
捕
=
一
郎

に
死
ん
だ
。
子
孫
世
之
搬
に
仕
へ
る
。
一
四
十
八
歳
と
あ
る
も
の
是
で
あ
る
。
高
治
ご
三
年
の

ホ
リ
キ
9

堀
切
河
北
部
五
ケ
庄
に
鹿
す
る
部
一
闘
に
会
事
場
の
左
隣
に
そ
の
邸
宅
が
あ
っ
た
。
蘭
一
一
一

務
0

・
一
郎
の
孫
菊
太
郎
は
百
石
の
定
番
府
廻
で
、
小
姓
町
に

ホ
リ
キ
日
ヤ
マ
ゴ
シ
ロ
ウ
堀
切
屋
mm四
郎
石
一
国
間
た
が
、

E
徳
ご
年
迫
政
せ
ら
れ
た
。

七
五
七

ホ
リ
コ
シ
掘
腰
鳳
軍
部
本
郷
に
画
す
る
部
帯
。
一
感
朕
、
及
び
開
局
日
附
串
村
夜
討
に
於
い
て
首
一
討

惣
持
寺
文
欝
永
和
四
年
卯
月
廿
七
日
沙
蔚
芝
曳
の
寄
一
舗
に
封
す
る
刑
部
卿
法
限
額
介
の
感
朕
が
あ
ろ
が
、

態
依
に
、
『
奪
容
態
能
菅
凶
櫛
路
庄
ろ
も
ほ
む
ら
の
申
一
そ
の
年
紀
は
全
く
考
へ
ら
れ
ぬ
。
叉
寛
永
入
年
八
周

ほ
り
こ
し
に
回
一
た
ん
云
々
。
』
と
あ
る
か
ら
、
蛍
時
一
廿
ご
日
附
堀
軍
兵
衛
の
口
上
容
な
る
も
の
に
は
、
江

期
限
は
内
保
村
に
鴎
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
一
沼
郡
日
野
谷
合
識
に
首
一
討
捕
り
、
能
美
郡
架
部
合

ホ
リ
ヨ
シ
イ
シ
掘
腰
右
鳳
軍
部
繍
腰
に
産
す
一
戦
に
合
槍
し
、
金
棒
城
尾
坂
口
に
敵
を
突
倒
し
て
功

る
石
材
。
卸
石
安
山
岩
質
凝
民
岩
で
、
動
色
の
安
山
一
を
三
林
久
臓
に
穂
旬
、
江
沼
郡
黒
谷
合
職
に
合
槍
口
県

岩
質
石
基
巾
に
、
白
色
及
び
黒
色
の
砂
醐
献
を
含
み
、
一
傷
、
岡
部
石
坂
合
戦
に
も
長
俗
、
そ
の
他
作
見
及
び

質

は

硬

い

。

一

菅

生

町

、

か

駈

A
n
に
首
各
一
、
鵡
之
原
の
夜
討
に
首
一

ホ
リ
コ
シ
ゲ
ン
エ
モ
ン
堀
越
源
右
衛
門
元
和
一
つ
を
獲
た
こ
と
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
に
も
年
紀
奇
抜

元
年
召
抱
へ
ら
れ
て
百
石
を
賜
は
り
、
御
壁
塗
を
勤
一
せ
ぬ
の
み
か
、
戦
功
の
場
所
が
多
く
か
の
感
朕
と
一

め
た

o
m越
左
源
次
の
組
で
あ
る
。
一
致
せ
ぬ
か
ら
、
前
担
の
五
兵
衛
と
同
人
か
矢
子
か
も

ホ
リ
コ
シ
ザ
タ
タ
ロ
ウ
掲
越
朔
太
郎
一
一
代
左
一
明
ら
か
で
な
い
。
只
額
純
の
於
金
棒
と
醤
い
た
も
の

源
次
の
子
。
後
名
そ
兵
之
助
と
改
め
た
。
松
態
風
琴
一
は
、
口
上
容
の
尾
坂
口
の
職
と
似
て
ゐ
る
が
、
こ
れ

と
脱
し
、
狂
献
を
普
く
し
た
が
、
突
に
先
だ
っ
て
安
一
は
一
一
一
林
久
般
に
功
を
諮
っ
て
、
久
臓
が
賞
賜
を
受
け

政
六
年
十
月
十
三
回
旋
し
た
。
享
年
四
十
九
。
一
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
軍
兵
衛
が
感
拭
を
授
け
ら

ホ
リ
ヨ
シ
ザ
ゲ
ン
ジ
堀
越
左
源
次
務
の
御
壁
一
れ
る
筈
が
な
い
。
図
り
て
考
へ
る
に
、
築
年
卯
用
十

塗
を
職
と
し
た
。
多
慈
に
し
て
奇
智
に
富
み
、
狂
歌
一
一
日
附
佐
藤
九
郎
右
衛
門
宛
の
朝
食
義
景
の
感
紋

を
好
ん
で
阿
北
鷲
雀
翁
と
践
し
た
。
文
化
七
年
八
周
一
に
、
『
去
用
十
二
日
加
州
凶
徒
奈
金
棒
上
野
出
張
』
と

十
六
日
夜
、
享
年
六
十
四
。
法
越
本
成
院
玲
雄
日
光
一
あ
っ
て
、
時
期
正
に
相
泊
常
す
る
か
ら
、
か
の
金
探

居

士

。

一

と

記

さ

れ

る

も

の

は

、

金

津

を

訣

潟

し

た

も

の

で

あ

ホ
9
コ
シ
サ
ゲ
ン
ジ
堀
越
左
源
次
阿
拍
蹄
雀
一
ら
う
と
思
は
れ
る
。

翁
の
子
で
、
・
左
源
次
ご
代
目
で
あ
る
。
交
政
七
年
究
一
ホ
日
ゴ
メ
ム
ネ
シ
ゲ
掲
箆
宗
霊
沼
稽
六
郎
左

の
後
を
受
け
て
加
賀
務
の
御
壁
塗
を
襲
ぎ
、
御
技
持
一
衛
門
。
正
平
九
年
ハ
文
和
ご
ぷ
ハ
周
天
野
安
婆
=
一
郎
遠

方
か
ら
泌
ん
で
天
保
九
年
新
知
九
十
石
を
受
け
る
に
一
政
代
明
徳
六
郎
左
衛
門
宗
置
の
軍
忠
朕
に
、
去
年
・
六

至
っ
た
。
左
源
次
突
に
接
ん
で
狂
歌
を
普
く
し
、
勤
一
七
局
及
び
今
年
四
周
吉
見
三
河
守
氏
頼
に
従
号
て
、

勃
庖
脅
琴
と
脱
し
、
高
延
元
年
五
周
六
日
八
十
三
歳
一
一
越
申
に
入
。
桃
井
橋
脚
附
守
直
常
等
を
討
っ
た
こ
と
、

を
以
て
残
し
た
。
金
棒
卯
辰
本
党
寺
に
葬
る
。
法
訟
一
及
び
正
平
十
年
ハ
文
和
四
d

七
周
の
問
軍
忠
朕
に
、
今

本
提
院
常
住
日
長
居
士
0

・

一

年

三

局

十

七

日

能

菅

島

西

方

金

顕

城

に

擦

っ

た

長

胤

ホ
9
ゴ
へ
Z

掲
亙
兵
衛
一
向
一
授
の
徒
。
卯
一
漣
一
族
を
討
っ
て
、
六
月
十
四
日
之
を
迫
務
し
た
こ

且
朔
日
附
金
揮
に
於
け
る
首
一
討
舗
に
封
す
る
侍
従
一
と
が
見
え
る
。
突
野
漣
政
は
能
登
島
東
方
の
地
顕
職

法
橋
頼
純
の
感
獄
、
十
ご
局
入
日
附
鑑
讃
夜
討
の
際
一
で
あ
っ
た
。

首
一
討
捕
に
封
す
る
刑
部
卿
法
限
頼
介
ハ
級
燦
歎
〉
の
一
ホ
日
サ
イ
ノ
ス
ケ
掘
才
之
助

一
向
一
授
の
時

.;l 


